


Contents

もくじ

・ごあいさつ……………………クラブキャプテン 上坂弘文

・認定 NPO 法人へのご寄付は

　 税制優遇の対象となります。 ……………………日本財団リーフレット

・年　譜 （ジュニア アイスホッケー）

・寄付の用途





2014-2015
2015-2016

2012-2016

2012-2013
2013-2014



2016-2020

2016-2017
2017-2018

2018-2019
2019-2020



2022-2023

2020-2023

2020-2021
2021-2022



2023-2024

2023-



　法人では 2023 年に統廃合によって廃校となった「石山南小学校」取得しました。

この校舎を「なの花記念体育館」とし、当クラブの会員はもちろんのこと、地域の方々

にも有効活用活用していただき、地域のスポーツ振興、地域社会の活性化に役立ててい

ます。体育館はタグラグビーやバドミントン、地域のバスケットボールクラブにもご活

用頂いてます。

　アイスホッケーは校舎の空き教室を「室内シュート練習場」として整備しました。

整備にかかる費用は、法人や個人様にクラブの趣旨にご賛同いただいた法人様や個人様

から寄付を募り、50 万円を超える寄付によって実現しました。

　今後は室内でスケートができるゴールキーパーの練習場や、室内スケート場などの

環境整備にも活用を考えています。これらの環境整備をすることで。幼児向けのスケー

ト教室の開催も容易となり、より多くの子どもたちがスケート競技に親しみを持てる環

境を提供できるようになります。

　皆様方の寄付は、今活動している子どもたちのみならず、スポーツ人口のすそ野を

広げる普及活動にも役立てられます。

参考 URL



【　ご寄付の振込先　】

口座名義：特定非営利活動法人北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ
　　　　　クラブキャプテン　上坂弘文
口座番号：北陸銀行　札幌支店（店番 501）
　　　　　普通口座　5118970



認定・特例認定への寄付は最大50%の減税に!

還付
税額控除

最大1万4,000円
所得控除だと
最大5,600円

【寄付金控除のしくみ】
住民税も対象となる場合

計3万円を寄付

減税最大約50％の
税額控除

40%（　　　　　　　　　　　 ） ＝×年間寄付金
合計額 －

税額控除 所得控除

減税額
（所得税分）（控除下限額）

【所得税の計算式】…どちらか有利な方を選択できます。

or

公益財団法人
A

認定NPO法人
B

特例認定NPO法人
C

30代会社員
年収　　　　　　420万円
課税対象所得　　226万円
所得税率　　　　　　10％

の例
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通常は「税額控除」の
方が断然お得だよ！

20,000円
2,000円8,000円 ¥
¥¥

● 所得税は必ず減税。住民税は減税となる場合がある。

● 確定申告（還付申告）が必要。

ポイント

年間寄付金合計額は、年間の総所得金額等の40%が限度税額控除・所得控除 共通上限

減税額は所得税額の25%が限度税額控除上限

2,000円 所得税率（　　　　　　　　　　　 ） ＝×年間寄付金
合計額 － 減税額

（所得税分）（控除下限額）
2,000円

税額控除のみ

都道府県指定分：4％ ＋ 市区町村指定分：6％ ＝ 合計最大10％

最大10%（  　　　　　　　　　　　） ＝×年間寄付金
合計額 － 減税額

（個人住民税分）

【個人住民税の計算式】

年間寄付金合計額は、年間の総所得金額等の30%が限度上限

（控除下限額）
2,000円

“減税”という形で
キャッシュバック
されるんだね～！

（所得控除・税額控除）
個人住民税所得税

税額控除は「認定・
特例認定NPO法人」と
「一部の公益法人等」に
限定です。※一部の自治体では指定を受けたNPO法人への寄付が住民税税額控除の対象です。

認定NPO法人
更生保護法人学校法人一般社団・財団法人NPO法人
社会福祉法人公益社団・財団法人特例認定NPO法人

※
この法人への
寄付が対象

※政令市にお住まいの方は… 都道府県指定分：2％ ＋ 政令市指定分：8％ ＝ 合計最大10％（2017年1月1日以降の寄付金から適用）



寄付者 勤務先

源泉

「年末調整」では適用されません。給与所得者（サラリーマン）であっても２月中旬～３月
中旬の確定申告（還付申告）が必要です。

寄付者が、寄付金控除を受けるためには「寄付金受領証明書（領収書）」が必要です。
送付時期は団体により異なります。無くさないでください。

「所得税」では必ず控除されますが、「個人住民税」では寄付者の住民票がある自治体に
よって扱いが異なります。詳しくは各自治体に確認してください。

寄付金受領日は団体への入金日です。クレジットカードやコンビニ決済による寄付では、
決済日と団体への入金日の間に１～２か月のズレが生じます。ご注意ください。

相続財産の寄付の場合、相続税の非課税措置に加え、寄付金控除も適用可能。
ダブルの減税効果です。

年間寄付金合計額とは、寄付金控除の対象法人にあてた寄付すべての合計額です。
「控除下限額（2,000円）」は寄付先１団体ごとの下限ではありません。少額の寄付でも、
ぜひ使ってみてください。
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条件・注意点

寄付金控除を受けるためには「確定申告」が必要です。
〈寄付→確定申告→還付〉の流れを押さえて、ぜひ活用してみましょう。

詳しい情報・オンライン作成は国税庁ホームページへ https://www.nta.go.jp/▶▶▶

1. 認定・特例認定NPO法人に寄付し、領収書をもらう

2. 勤務先から「源泉徴収票」を入手

3. 確定申告書と計算明細書を作成し、税務署に提出 

＊給与所得者も確定申告が必要です。 年末調整では寄付金控除は受けられません。

＊手書き／オンライン作成／電子申告（e-Tax）いずれかの方法で作成します。

4. 還付金の振込を確認する 

＊領収書が無いと、確定申告を行えません。団体によって発行時期は異なります。

はじめての寄付金控除

認定NPO法人寄付者

寄付

領収書

寄付者 税務署

e-Tax申
請
書

or

還付金

インターネットを使った「オンライン作成」が
カンタンでおすすめだよ！

領収書は無くさ
ないようにね！

寄付金控除手続きは意外と簡単! 
ぜひご活用ください!

翌年1月頃

4月頃～

翌年2月中旬～3月中旬

その年の1月1日～12月31日に寄付

http://www.npoweb.jp/

発行日：2018年5月1日

デザイン：佐藤真喜子

発行者：認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

お問い合わせ先

TEL：03-5439-4021　  Eメール：npoweb@abelia.ocn.ne.jp




